
又は事業所 設けて

額 金額 です。金等の額

＊ 令和７年４月１日以後に開始する事業年度から外形標準課税の対象法人が拡大しています。詳細については、
　 次頁及び高知県税務課ホームページをご覧ください。
・ 特定卸供給事業の税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額をいい、地方税法等で特別の定めをしている場合を除き、 
法人税の計算の例によって行います。

（参考）平成22年９月30日までに解散した法人の清算所得に対する課税

■所得とは

・
・
・

＊

＊

＊



１. 資本金の額又は出資金の額が１億円超の普通法人
２.【令和７年４月１日以後開始事業年度から適用】前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、当事業年度に資本金１億
　円以下で、資本金と資本剰余金の合計額（以下「払込資本の額」という）が10億円超の法人（経過措置あり）
３.【令和８年４月１日以後開始事業年度から適用】払込資本の額が50億円超の法人等（特定法人）の100％子法人等のうち、資本
　金１億円以下で、払込資本の額が２億円超の法人

　平成31年度税制改正により、令和元年10月１日以後に開始する事業年度から、地方間の税源偏在を是正するために、
特別法人事業税が創設されました。特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県への申告が必要となり
ます。
　また、地方法人特別税については、令和元年９月30日以前に開始する事業年度をもって廃止されました。
　なお、廃止後であっても令和元年９月30日までに開始する事業年度の申告等については、地方法人特別税に関する規
定はなお効力を有することとされていますので、ご注意ください。

特別法人事業税・地方法人特別税について

　課税標準を付加価値額とする「付加価値割」、資本金等の額とする「資本割」があり、法人の事業活動の規模を外的に示す基
準によって法人事業税を課すことから「外形標準課税」と呼ばれます。

2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、法人事業税の課税標準の総額を下記の分割基準に基づいて、関係都道府県ご
とにあん分した額により法人事業税額を算定し、申告納付することとされています。

■付加価値割・資本割の仕組み

①付加価値割額＝付加価値額×税率

②資本割額＝資本金等の額×税率

■対象法人

外形標準課税の概要

■確定申告　事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内
■中間申告　事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

分割基準

付加価値額 単年度損益収　益　配　分　額
（報酬給与額 ＋ 純支払利子 ＋ 純支払賃借料）

単年度損益に欠損金が生じた場合には収益配分額から控除

一般送配電事業、送
電事業、配電事業、
特定配送事業

発電事業、特定卸供
給事業

※発電所又は蓄電用の施設に接続する電線路を有しない場合は、事業所等の固定資産の価額

又は蓄電用の施設

※事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものを有しない場合は、
　事業所等の固定資産の価額

、

、

等

又は蓄電用の施設

■特別法人事業税
　令和元年10月1日以後に開始する事業年度

■地方法人特別税
　平成20年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度に係る法人事業税及び平成20年10月1日から平成22年
　9月30日までの解散等（合併による解散を除く）による清算所得に対する法人事業税に併せて適用されます。

市町村への交付
納められた法人事業税額の7.7％は、従業者数の割合に応じて市町村に交付されます。
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